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令和５年 

第 １ 回 舟 橋 村 議 会 臨 時 会 会 議 録 （ 第 １ 号 ） 

 

令和５年１０月１２日（木曜日） 

 

議 事 日 程 

 

令和５年１０月１２日 午前１０時００分 開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 議案第３１号 工事請負契約締結の件 

（提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

議事日程のとおり 

 

出席議員（７名） 

          １番  小 杉 知 弘 君 

          ２番  古 川 元 規 君 

          ３番  加 藤 智惠子 君 

          ４番  田 村   馨 君 

          ５番  森   弘 秋 君 

          ６番  竹 島 貴 行 君 

          ７番  前 原 英 石 君 

欠席議員（なし） 

 

説明のため出席した者の職・氏名 

村 長 渡 辺   光 君 

教 育 長 土 田   聡 君 

総 務 課 長 松 本 良 樹 君 
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生 活 環 境 課 長 田 中   勝 君 

会 計 管 理 者 林     輝 君 

代 表 監 査 委 員 川 﨑 正 夫 君 

 

職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長 松 本 良 樹 

事 務 局 係 長 喜 田 義 樹 
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  午前１０時０７分 開会 

 

開 会 の 宣 告 

○議長（前原英石君）  ただいまの出席議員数は７人です。定足数に達していますので、

令和５年第１回舟橋村議会臨時会を開会します。 

本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 

○議長（前原英石君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、 

  ４番  田 村   馨 君 

  ６番  竹 島 貴 行 君 

を指名します。 

 

会 期 の 決 定 

○議長（前原英石君） 日程第２ 会期の決定について議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は本日１日とし、審議終了までとしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） ご異議なしと認めます。 

よって、本臨時会の会期は本日１日の審議終了までとすることに決定しました。 

 

議 案 第 ３ １ 号 

○議長（前原英石君） 日程第３ 議案第３１号 工事請負契約締結の件について議題と

いたします。 

 

（提案理由の説明） 

○議長（前原英石君） 村長より提案理由の説明を求めます。 
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村長 渡辺 光君。 

○村長（渡辺 光君） 本日ここに令和５年第１回月舟橋村議会臨時会を招集いたしまし

たところ、議員の皆様には、公私ともにご多忙の中ご出席を賜り、深く感謝を申し上げ

ます。 

本日提案いたしました案件につきまして、ご説明を申し上げます。 

議案第３１号 工事請負契約締結の件につきましては、条件付一般競争入札により、

富山県中新川郡上市町神明町７７番地 米井建設株式会社代表取締役 米井賢治と１

億３４０万円で契約を締結するもので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議

決を求めるものであります。 

以上、提案理由の説明を申し上げましたが、何とぞ慎重審議の上、議決を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

○議長（前原英石君） 提案理由の説明が終わりました。 

 

  （質  疑） 

○議長（前原英石君） これから、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 

  （討  論） 

○議長（前原英石君） お諮りいたします。 

この案件については、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略し、討

論に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） ご異議なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  討論ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） 討論がないようですから、討論を終わります。 
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  （採  決） 

○議長（前原英石君） これより、採決いたします。 

  議案第３１号 工事請負契約締結の件について、原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（前原英石君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。 

 

村 長 挨 拶 

○議長（前原英石君） 以上をもって、本臨時会の全日程が終了いたしました。 

本臨時会を閉会するに当たり、村長から挨拶があります。 

村長 渡辺 光君。 

○村長（渡辺 光君） 今ほどは、令和５年第１回舟橋村議会臨時会におきまして、議案

第３１号、工事請負契約の締結、慎重審議のほうを賜りまして、ありがとうございまし

た。 

先般は物価高騰や様々な燃料の高騰、社会情勢を踏まえると、なかなか厳しいものが

あるのではなかろうかと私自身思いながらも本日に至っておりますが、若干の予期せぬ

部分はもちろんありましたが、予算内にご入札をいただき、契約を結べたことを大変う

れしく思っております。 

今後、来年度の運用に向けまして、工事のほうも着工いただきまして、粛々と進めて

まいりたいというふうに思っておりますが、その間にも、この前段にありました全員協

議会の場であったように、安全面の配慮、村民の皆様に対しての配慮、そういった部分

で、また気になること等がございましたら、お気軽に当局のほうにお申しつけいただき

たいと思います。 

私、この学童保育施設の増築工事の冒頭の際に、やはり舟橋村の子育てのシンボリッ

クな建物になってほしいということをお伝えしておったかと思います。そういう気持ち

は、今の時点においても変わりないということをこの場で改めて申し上げまして、閉会

の挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 
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閉 会 の 宣 告 

○議長（前原英石君） これをもちまして、令和５年第１回舟橋村議会臨時会を閉会いた

します。 

  どうもありがとうございました。 

 

  午前１０時１３分 閉会 

 


